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◇　投票日当日の投票時間は、原則として
　　午前７時から午後８時までです。

（ただし、一部の地域で、この時間と異なる場合もありますので、
　市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。）

◇　投票日当日に用事などがある場合は、
　　「期日前投票」ができます。

・仕事や冠婚葬祭、旅行などの理由でも利用できます。
・投票日の前日まで、選挙人名簿に登録されている市区町村の
期日前投票所で投票ができます。
・期日前投票の投票時間は、土曜日、日曜日も含めて、
原則午前８時30分から午後８時までです。
（ただし、一部の期日前投票所では、投票期間や投票時間が
異なる場合もあります。）

※入場券が届かなかったり、入場券をなくしたりした場合でも、
選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
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◇　投票の流れ
① 受付・投票用紙の交付

投票所入場券を受付に提出します。

選挙人名簿に登録されている本人か確認後、

投票用紙が交付されます。

② 投票用紙の記載

投票記載台で投票したい候補者の名前を

正しく書きます。

③ 投票

投票用紙を投票箱に入れます。

① 所定の投票用紙を用いないもの

② 立候補していない者の氏名を記載したもの

③ 「誰」を記載したか確認できないもの

④ 候補者の氏名のほか他事を記載したもの

⑤ ２人以上の氏名を記載したもの

⑥ 候補者の氏名を自書しないもの

せっかく投票された貴重な一票も、次のような場合は無効になってしまいます。

気持ちを込めた一票を届けたくてもメッセージを書いたら逆効果です！

正確にきちんと書きましょう！

◇　こんな投票は「無効」に！

④ 他事の記載

※○○○○や□□□□は候補者の氏名

⑤ ２人の氏名

必
勝
！
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○
　○
○

○
○
　○
○

□
□
　□
□

入場券♪

記入…

投票！
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◇　インターネットを利用した選挙運動

◇　やってはいけない！選挙運動のＮＧ集

18歳以上の有権者は、ウェブサイトを利用した選挙運動を行うことができます。
ただし、電子メールを利用した選挙運動ができるのは、候補者等に限られますので、
注意してください。
※　選挙運動ができる期間は、投票日の前日までになります。

・　ホームページ、ブログ、掲示板など
・　動画配信サイト（YouTubeなど）
・　SNS（LINE 、X［旧 Twitter］、Facebookなど）
※　選挙運動用ウェブサイト等には、電子メールアドレス、返信用フォームのURL、
　　SNSのユーザー名などの連絡先を表示しなければなりません。
※　SNSのトークやダイレクトメッセージ機能も利用可能

※選挙公報の掲載順は、くじによって決められたものです。立候補の届出順とは異なる場合があります。
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有権者が選挙運動に利用できるインターネットサービス

メールを使っての選挙運動はＮＧ！

メールで選挙運動用の文書や写真などを送ることができるのは、候補者等だけです。
候補者等から送られてきたメールを転送してもいけません。

ホームページやメールなどを印刷して配るのはＮＧ！

選挙運動用のホームページや候補者等から届いた選挙運動用の
メールなどをプリントアウトして配ってはいけません。

名前などを偽って送信するのはＮＧ！

候補者を当選させる、またはさせない目的で、ウソの名前や身分を名乗って、
情報を発信することは禁じられています。

候補者に関するウソの情報の公開はＮＧ！

候補者を当選させる、またはさせない目的で、候補者に関する虚偽の情報や、
真実を歪めた情報を広めたりすることは、罰せられます。

候補者に対して誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、
インターネットの適正な利用に努めてください。

（4）（この選挙公報は、候補者から提出された原稿をそのまま印刷したものです。）

令和７年３月23日執行

福岡県議会議員
補 欠 選 挙
（福岡市西区選挙区）

（選挙すべき議員の数　１） 福岡県選挙管理委員会

投票日 233月 日 日


